
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊  予  市 

  

令和７年度に実施した 

事務事業評価結果  報告書 



- 1 - 

 

～ 報告書の見方 ～ 

 

１．令和７年度に実施した事務事業評価は、令和４年度～令和６年度の３年間の事業

の進捗状況や実績などに基づいて実施しています。 

 

２．事務事業の性質によって、５つの事業タイプに仕分けし、評価手法に濃淡をつけ

て評価を実施しています。 

事業タイプ 説明 評価手法 事業数 

政策【義務】 

法令等によって実施が義務づけられており、執

行方法や支出額等の基準が定められているた

め、市に裁量の余地がないソフト事業 

簡易評価 46 

政策【任意】 

法令等によって実施が義務づけられているが、

実施に当たっては市に裁量の余地があるソフト

事業 

市が自主的に実施する市民サービスに係るソフ

ト事業で、以下に該当しないもの 

詳細評価 90 

施設等整備 
施設の建設、道路、公園等の整備事業、情報シ

ステムの構築事業、大規模な修繕事業 
評価不要 29 

維持管理等 
建物、道路、水路、公園などを維持管理及び補

修するための事業 
簡易評価 6 

内部管理等 
直接的な市民サービスを伴わない（市民サービ

スにつながらない）内部的・定型的な事務 
評価不要 33 

 

３．詳細評価を行う事務事業は、以下の流れで判定・評価を行っています。 

 

自己判定 → 一次判定 → 二次判定 → （外部評価 →） 市の最終判断 

 

※簡易評価は、自己判定、一次判定及び二次判定を実施せず、所管の部課長等に

よって市の最終判断を決定するため、該当欄を「薄灰色」で着色しています。 

 

４．自己判定は、妥当性・有効性・効率性の観点から、担当責任者及び事務担当者が

事務事業を判定しています。 

【妥当性】目的の妥当性、市民・社会ニーズへの対応、サービス主体の妥当性 

【有効性】成果指標の達成状況、成果向上の可能性、市民等への影響 

【効率性】手段の最適性、コストの最適性、受益負担の適正性 

 

上記の各指標を４段階で判定し、合計点によるランク付けを行っています。 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

12～11 10～9 8～7 6～5 4～3 
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５．一次判定は、貢献度・重要度の観点から、担当課長等が事務事業を５段階で判定

しています。 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

非常に高い 高い 普通 低い 非常に高い 

 

６．二次判定は、以下の６つから、所管部長が事務事業を判定しています。 

判定区分 事業の方向性 

更に重点化 
現状のサービス内容（供給量）では不十分であるため、更に

重点化し、事業規模を拡大する。 

業務改善が必要 
事業内容・実施手段の見直しなど、業務改善によって成果の

向上を図る必要がある。 

現状のまま継続 
現在のサービス内容（供給量）のまま、事務事業を継続実施

する。 

統合・縮小を検討 他の事業と統合または事業規模の縮小を検討する 

休止・廃止を検討 
優先度やニーズ等の必要性が低いため、事務事業の休止を検

討する。目的を達成したため、事務事業の廃止を検討する。 

休止・廃止が決定 
既に事業の休止・廃止が決定しており、関係団体等と調整が

必要な段階。 

 

７．外部評価に諮ると判断された事業については、「外部評価」欄に「別冊Ｐ○のとお

り」と記載しています。この事業の詳細は別冊で確認できます。 

 

８．市の最終判断は、市長、副市長、教育長及び部長等で構成する経営者会議におい

て審議の上、決定しています。 

判定区分 表示 

更に重点化 重点化 

業務改善が必要 業務改善 

現状のまま継続 現状維持 

統合・縮小を検討 統合縮小 

休止・廃止を検討 
休廃止 

休止・廃止が決定 

 

９．事務事業の規模を把握するための参考として、前年度の決算額（千円）及び人工

（にんく）数（人）の欄を設けています。 

人工数とは、労働量を表したもので、正規職員１人が１年間勤務した労働量を

「1.00」に設定しています。例えば、３人の職員が１年間を通じて当該事務事業

だけに従事した場合は「3.00」となります。 

 

10．担当課による事業遂行に係る課題・改善点は、当該事業の担当者によるコメント及び

一次判定における所属長の所見を集約した内容になっています。 

※事業の方向性は、上記の二次判定 

における考え方と同じ 



妥
当
性

有
効
性

効
率
性

貢
献
度

重
要
度

決算額
（千円）

人工数
（人）

担当課による
事業遂行に係る課題・改善点

1 広報区長会事業 100 総務課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

広報業務、広聴業務については、
広報区長の協力により推進できて
いる。
例年、研修会（年1回）を開催して
いるが、より生活に密着した課題
や各地で発生している事件、事故
をテーマにし、その実態に触れ、
理解を深める機会とする。そのこ
とで、地域のリーダーであり、相
談者でもある広報区長の広聴業務
がより充実するよう事務局として
工夫する。

現状維持

広報区長の協力で広報・広聴は推
進できているが、研修を生活密着
の課題や事件・事故をテーマに実
態理解を深める内容へ見直し、広
聴機能充実に向け事務局が工夫す
るべきである。

19,658 0.35

高齢化による広報区長の担い手不
足が深刻化し、社会の変化により
現行制度の運用が限界にきてい
る。
行政と地域との橋渡し役を維持す
るため、制度の抜本的な検証・見
直し（担い手確保策を含む）が必
要である。特に、地域課題の持ち
寄り活性化が課題となっており、
行政と地域との新しい関係性を確
立する必要がある。

2 参画協働推進事業 240 地域創生課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

市民主役のまちづくり事業は、団
体間協働が進展している一方、採
択件数が目標を下回っている。補
助金制度活用が進んでいない原因
分析を行い、広報戦略、申請要件
の見直し等による制度改善が必要
である。また、参画協働委員から
審議内容から開催回数が少ないと
いう指摘もあり、委員会運営の見
直しも必要である。

別冊Ｐ１
のとおり 業務改善

外部評価委員からの「若年層への
浸透不足」「指標の妥当性」「委
員会の開催頻度」に関する指摘を
重く受け止め、本事業の抜本的な
見直しが必要であると判断する。
今後3年間で、「がんばる地域コ
ミュニティ応援事業」の要件緩和
や広報戦略の再構築を行い、学生
や若手リーダーを含む多様な主体
が参画しやすい環境を整備するも
のとする。また、市民の意識や行
動の変容を把握できるよう成果指
標を見直すものとする。さらに、
参画協働推進委員会の開催頻度を
増やして機能強化を図るととも
に、自治基本条例における住民自
治組織の定義やあり方の整理を進
めるものとする。これらにより、
本事業は業務改善を図りながら継
続するものとする。

6,728 0.20

従来の行政主導意識が根強く、住
民主体のまちづくりへの移行が課
題である。地域リーダー育成、集
落支援員等の派遣と経費支援、成
功事例の発信、若者の社会参画機
会創出、長期視点での適度な支援
が急務である。

3 地域力創造アドバイザー事業 255 地域創生課 政策【任意】 A B A A A 休止・廃止が決定

3年間の伊予市まちづくり人材育成
事業は、外部専門家の活用により
職員育成と組織連携で成果を上
げ、特にアクションプラン策定は
重要な成果である。一方、研修参
加者数の目標未達成に課題があ
る。令和7年度以降は、地域活性化
センター事業に統合し研修の選択
と集中、費用対効果検証、広域連
携を柱に事業改善を図る。

休廃止

3年間の人材育成事業は外部専門家
の活用で職員育成と連携に成果を
上げ、アクションプラン策定が重
要な成果である一方、参加者数目
標未達が課題である。令和7年度以
降は地域活性化センター事業と統
合し選択と集中、効果検証、広域
連携で改善する。

3,744 0.30

人材育成事業では、短期的現状へ
の不満が少ないため参加意欲が低
いことが課題である。継続的な人
材育成の仕組みづくりが求めら
れ、価値創造型で楽しむ余裕や余
白のある勤務形態など、職場環境
の整備も急務である。

4 伊予地域事務所管理事業 260 財政課 政策【義務】 現状維持

本庁舎及び別館等施設は行政事務
所として市民サービスの拠点と
なっており、常に必要十分な機能
を備えた施設として不可欠であ
る。
電気設備や給排水設備、空調設備
等は予防修繕も含めた維持経費の
増大が避けられない時期に差し掛
かっているが、費用対効果をさら
に意識して予算編成・管理執行に
臨む。昨今の業務デジタル化の流
れも意識し削減できる部分を不断
に見直しつつ、現状維持を目指
す。

55,157 0.20

新庁舎の建物・設備に不具合が生
じており、適正な施設管理のため
費用対効果や緊急度を考慮した修
繕対応が課題である。光熱水費抑
制のため、空調設備の運転時間・
条件設定による効率的な運用も急
務である。

整理
番号

事務事業名称
事業
番号

担当課

【参考情報】

令和７年度に事務事業評価を実施した事業一覧

二次判定 外部評価 市の最終判断 最終判断コメント

自己判定

事業タイプ

一次判定

所管部長の所見
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5 交通指導員設置事業 310 危機管理課 政策【任意】 B B B A A 現状のまま継続

交通指導員の協力による街頭指導
等で交通事故の減少に寄与できて
いる。
新たな取組を行う場合は、交通指
導員の聞き取りなど、これまでの
経験が生かせる業務を検討する必
要がある。

現状維持

交通指導員の協力による街頭指導
等で交通事故減少に寄与してい
る。新規取組は指導員の聞き取り
等、経験を生かせる業務を検討し
実施するべきである。

898 0.10

事業活動が早朝の街頭指導に限定
され、事業幅の狭さに課題があ
る。交通安全教室やイベント充実
による新たな取組の推進、道路反
射鏡倒壊事故を教訓とした交通安
全施設の点検・更新が急務であ
る。実効性向上のため、交通安全
協会との連携強化も必要である。

6
伊予交通安全協会交通指導員
設置事業

320 危機管理課 政策【義務】 現状維持

本事業は、交通安全協会に交通指
導員を配置するため要する負担金
であり、本市の交通安全の保持に
不可欠な事業である。

4,230 0.02

7 交通安全推進事業 330 危機管理課 政策【任意】 S A A A A 現状のまま継続

黄色帽子やサイクルキャップの配
付等を通して交通安全の推進に寄
与する事業である。事業を継続
し、交通事故の無いまちづくりを
目指す。

現状維持

黄色帽子やサイクルキャップの配
付により交通安全を推進する事業
であり、事業を継続して交通事故
のないまちづくりを目指すべきで
ある。

1,577 0.10

8 情報化推進事業 410 企画政策課 維持管理等 現状維持

DX推進に係る事業費を別途新設し
たことから、本事業は現行システ
ムの高速化・効率化とセキュリ
ティ強化を主眼としており、現状
維持とした。

80,587 1.20

インターネットを活用した環境整
備では、セキュリティ確保と最適
なグランドデザイン策定が課題で
ある。新たなサービス提供には、
財政的・人的リソースの確保が急
務である。

9 防災一般事務 480 危機管理課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

令和7年度予算にジュニア防災士検
定を受験する補助金を計上した。
子ども達が、資格取得を通じて防
災・減災に関する知識を深めるこ
と、また、保護者も含めた自助、
共助の推進にも有益なものと考え
ている。令和7年度の成果を見極
め、事業を継続するものとする。

現状維持

令和7年度予算にジュニア防災士検
定受験補助金を計上した。子ども
の知識深化と保護者を含む自助・
共助促進に資するため、令和7年度
の成果を見極めつつ事業を継続す
るべきである。 1,132 0.02

世代間を問わず、防災意識の向上
と推進を図るため、継続した取組
が必要である。

10 防災訓練事業 481 危機管理課 政策【任意】 A S A A A 業務改善が必要

防災訓練は、関係機関の連携とそ
れぞれが果たす役割を確認するこ
と、また、住民一人ひとりが「自
らがどう行動するべきか」を考
え、平時から災害に備えた準備を
すること、併せて、住民の防災意
識の高揚を図るという意味におい
て必要な事業である。
継続して事業を実施する必要があ
るが、夜間の避難訓練など、これ
まで実施していない手法等につい
て検討する。

別冊Ｐ３
のとおり 業務改善

外部評価委員から「地域特性に応
じた防災力の底上げ」や「防災に
対する地区間の意識差・温度差の
是正」が必要であるとの指摘を受
け、本事業の改善が必要であると
判断する。各地域の特性に応じた
防災訓練を計画的に実施するとと
もに、伊予市総合防災訓練につい
ては、より多くの市民が興味を持
ち参加できる内容とし、市民の防
災意識の向上を図るものとする。
また、活動指標については、総合
防災訓練の開催回数のみでは不十
分であるとの指摘を踏まえ、今後
は参加人数も指標に加え、事業効
果をより的確に把握するものとす
る。これらにより、本事業は業務
改善を図りながら継続するものと
する。

131 0.27

総合防災訓練における自助・共助
の役割確認は適切だが、訓練の手
法や補助金の活用について、他自
治体の事例を参考に積極的に研究
し導入する必要がある。
市総合防災訓練が校区単位で開催
されることで、活動の不活発な自
主防災会が多い校区では、訓練検
討段階からの参画意識が低いこと
が大きな課題である。このため、
訓練内容の見直しと、不活発な自
主防災会を巻き込むための工夫が
求められる。

- 4 -
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11 自主防災組織等育成事業 482 危機管理課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

防災対策は、自助、共助、公助の
連携が重要で、特に初動期には自
助、共助が大きな役割を担うと言
われている。本事業では、こう
いった活動を主体的に行う防災士
の養成や自主防災会の活動を支援
するものであり、引続き事業を実
施する必要がある。

現状維持

防災対策は自助・共助・公助の連
携が重要で、初動期は自助・共助
の役割が大きい。本事業は防災士
養成と自主防災会支援を行うもの
であり、引き続き実施が必要であ
る。 1,566 0.23

自主防災会間の活動レベルに格差
があり、地域防災力の底上げのた
め是正が課題である。活動が乏し
い自主防災会に対し、訓練実施や
備蓄物資充実を促す継続的なフォ
ローアップ体制構築が急務であ
る。

12 地域ブランド力強化事業 491 地域創生課 政策【任意】 A B A A A 業務改善が必要

ブランド認定品事業は、40品目達
成など協力体制構築で成果を上げ
ているが、数を増やす段階から質
を高めて実利に繋げる段階へ移行
している。課題として、効果測定
不足で、今後はPRから認知度向
上、販売促進、事業者収益向上へ
の循環の創出が必要である。

業務改善

ブランド認定品事業は40品目達成
など体制整備で成果を上げたが、
量から質へ移行段階である。効果
測定が不足しており、PRから認知
向上・販促・収益向上への循環創
出が必要である。 3,115 0.40

伊予市ブランド認定品の認知度不
足と、認定後のブランド価値維
持・向上が課題である。露出機会
の増加、充実したフォロー体制と
マーケティング支援の強化が急務
である。

13 食と食文化のまちづくり事業 492 地域創生課 政策【任意】 A A B A A 業務改善が必要

市の食文化を活用した産官学連携
事業は、学生の感性を地域課題解
決に活用し商品開発まで実現する
優れた取組である。一方で、指標
未達や、マンネリ化への懸念があ
り、「業務改善が必要」と判断す
る。今後は、持続的、効果的な連
携体制構築と成果指標による交流
人口への拡大等への貢献度の可視
化が必要である。

別冊Ｐ５
のとおり 業務改善

外部評価委員からの「開発商品の
継続的な販路確保」「既存商品の
ブラッシュアップ」「成果指標の
妥当性」に関する指摘を踏まえ、
本事業の抜本的な改善が必要であ
ると判断する。今後3年間は、新規
開発偏重から脱却し、市内事業者
と連携した常設販売やEC活用な
ど、商品が消費者の手に届き続け
る仕組みづくりに注力するものと
する。また、事業名と実態の乖離
を解消するため目的を再定義する
とともに、成果指標を単なる参加
人数から、販売実績や取扱店舗数
など経済効果や交流人口拡大に資
するものへ変更し、持続可能な事
業モデルへの転換を図るものとす
る。これらにより、本事業は業務
改善を図りながら継続するものと
する。

215 0.45

長期プロジェクト（iProject!）で
は、高校・大学・行政間の連携強
化と入念な協議・共有化が課題で
ある。10年以上続く事業のマンネ
リ化を防ぐため、新しい視点やア
イデアの導入が急務である。

14 行政相談業務事業 550 総務課 政策【義務】 現状維持

行政相談業務は、「住民の声を行
政に反映させる」、「行政サービ
スの改善」、「苦情・要望を通じ
て問題を未然に解決する」という
目的を達成する観点から継続して
行う必要がある。相談委員の高齢
化が進んでおり、担い手の確保が
課題として挙げられる。

37 0.03

行政相談委員同士の情報交換の機
会が少ないことが課題である。
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15 防犯対策事業 560 危機管理課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要
別冊Ｐ７
のとおり 業務改善

外部評価委員からの指摘を受け、
本事業の改善が必要であると判断
する。現在、各地域に設置を検討
している防犯カメラへの補助金交
付準備を進めるに当たっては、防
犯灯設置と同様に、プライバシー
への配慮と設置場所の妥当性を十
分に検討した上で交付決定するこ
とが重要である。また、現在「防
犯協会負担金」と「防犯灯設置費
補助金」という異なる二つの取組
みが同一事業となっているため、
個別評価を可能とするべく、「防
犯協会負担金」に係る予算を分離
し事業分割するものとする。これ
らの業務改善を図りながら、本事
業は継続するものとする。

5,695 0.15

近年多発する強盗事件を背景に、
市民の防犯意識が著しく高まって
おり、市民ニーズを的確に捉えた
防犯対策の迅速な展開が喫緊の課
題である。
特に、広報区からの防犯カメラ設
置要望など、具体的な対策への
ニーズが顕在化している。今後
は、これらの市民ニーズを事業計
画へ反映させ、必要な防犯対策を
迅速に実行する必要がある。

16 安全安心まちづくり支援事業 570 危機管理課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

安全安心まちづくり推進協議会に
提出された意見について、現地確
認を行うなど、危険要因の除去に
努める。

現状維持

安全安心まちづくり推進協議会提
出の意見について現地確認等を実
施し、危険要因の除去に継続的に
努めるべきである。

86 0.02

17

衆議院議員総選挙事業

衆議院議員総選挙啓発推進事
業

704

705
監査委員事務
局

政策【任意】 S B A A A 休止・廃止が決定

解散から18日間という短期間の
中、選挙の執行事務を問題なく終
えた点は評価する。一方で、人員
不足から啓発事業が未実施であっ
たとの分析に基づき、組織体制の
見直しに言及している。しかし、
体制変更を検討する前に、選挙期
間外に啓発活動を行うなど、現行
体制のまま運用を改善する余地が
ないか検証が必要である。

休廃止

解散から18日間で選挙事務を滞り
なく完了した点は評価できる一
方、人員不足で啓発未実施が課題
であり、体制見直し前に非選挙期
の啓発実施など現行体制での運用
改善を検証すべきである。

17,884 0.30

短期間の総選挙で、未経験の選挙
担当が通常業務と兼務し、選挙事
務に手が回らず啓発事業が停滞し
たことが課題である。円滑な事務
執行はできたものの、担当者の経
験不足と業務量の調整、啓発活動
の強化が急務である。

18 学校基本調査事業 750 企画政策課 政策【義務】 現状維持

統計法に基づく調査であり、学校
数，在学者数，教職員数，学校施
設，学校経費，卒業後の進路状況
等とが調査項目となっており、学
校教育行政上の基礎資料の収集が
目的となっていることから、現状
維持とした。

10 0.10

調査票の審査方法が詳細に明記さ
れておらず、審査範囲も不明確な
点が課題である。担当者が変わっ
ても正確な調査が行えるよう、審
査方法と範囲の明確化が急務であ
る。

19 漁業センサス統計調査事業 777 企画政策課 政策【義務】 休廃止

統計法に基づく調査で、漁業の生
産構造、就業構造、漁村、水産物
流通・加工業等の漁業をとりまく
実態を把握し、我が国の水産行政
の推進に必要な基礎資料を整備す
ることが目的の事業である。5年に
1度の調査のため、事業休止とし
た。

0 0.10

20 全国家計構造調査事業 778 企画政策課 政策【義務】 休廃止

統計法による調査で、家計におけ
る消費、所得、資産及び負債の実
態を総合的に把握し、世帯の所得
分布及び消費の水準、構造等を全
国的及び地域別に明らかにするこ
とを目的とする調査である。次回
は令和11年に実施のため、事業休
止とした。

848 0.30
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21 社会福祉協議会事業 840 福祉課 政策【任意】 S A A A A 業務改善が必要

現行体制の柔軟性や業務効率に改
善を要する、ICT活用やKPI設定に
よる可視化、組織的対応力の強
化、広報・住民参加の推進、そし
てPDCAサイクルの確立が必要であ
る。

業務改善

現行体制の柔軟性・効率性に課題
があるため、ICT活用とKPI設定で
可視化を図り、組織対応力を強化
し、広報・住民参加を推進、PDCA
を確立すべきである。

31,176 0.50

必要な専門知識や資格を持った職
員の人件費が年々増加しており、
安定的な事業運営を継続するため
には、この補助額の継続的な精査
が求められる。

22 保護司会事業 850 福祉課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

再犯防止及び更生支援という重要
な社会的役割を担い、地域の安全
と安心の確保に資する意義深い取
組である。これまで保護司との連
携強化、研修機会充実、地域住民
の啓発活動推進等、質的向上に資
する取組に加え、持続可能な支援
体制構築と、若年層への啓発活動
の拡充にも改善が必要と思慮す
る。

業務改善

再犯防止と更生支援は地域の安全
確保に資する重要事業である。保
護司連携強化や研修充実に加え、
持続可能な支援体制の構築と若年
層への啓発拡充を図るべきであ
る。

869 0.28

23 遺族会戦没者等援護事業 890 福祉課 政策【任意】 B A A B A 現状のまま継続

戦没者遺族への継続的な敬意と支
援は、伊予市の責務であり、現状
の事業内容量は安定しており、引
き続き継続が妥当と判断する。 現状維持

戦没者遺族への継続的な敬意と支
援は伊予市の責務である。事業量
は安定しているため、現行内容を
維持し引き続き継続することが妥
当である。

1,475 0.34

戦後80年となり、戦没者遺族の高
齢化の進行が課題である。遺族会
運営の維持、平和祈念式典への参
加者減少への対応等について、具
体的な検討が求められる。

24 生活困窮者自立支援事業 894 福祉課 政策【任意】 A S A A A 現状のまま継続

生活困窮者への支援は継続的な取
組が不可欠であり、物価高騰等の
経済状況を受け現行体制と安定し
て機能を目指し、継続して取り組
むことが適切と判断する。 現状維持

生活困窮者支援は継続が不可欠で
あり、物価高騰等の状況を踏ま
え、現行体制で安定した機能発揮
を目指し、継続実施が適切であ
る。 15,555 0.14

相談支援事業は、成果発現に時間
を要し即効性が見えにくい。対象
者が生活変化を拒否し自立支援が
困難な根本的課題があるため、心
理的障壁を乗り越える工夫された
アプローチや支援手法の導入が急
務である。

25 国民年金取扱事務 1220 市民課 政策【義務】 現状維持 667 0.07

電子決済・電子納付、電子申請の
周知不足が課題である。前納件数
増加と利便性向上のため、これら
の納付・申請方法の周知強化が急
務である。

26 シルバー人材センター事業 1300 長寿介護課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

高齢者の活躍推進に重要な事業で
ある一方、マッチング精度や就業
機会の多様化に向けた体制強化が
急務となっており、これからは実
効性ある改善に取り組むこととす
る。

業務改善

高齢者の活躍推進に重要な事業で
ある一方、マッチング精度向上と
就業機会の多様化に向けた体制強
化が急務であり、実効性ある改善
に取り組むべきである。

8,850 0.02

会員数と受注件数の双方が減少し
ており、事業の維持・拡大に向け
た見直しが急務である。

27 老人クラブ育成事業 1310 長寿介護課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続 現状維持 3,254 0.45

会員数が減少しており、それに
伴ってクラブ活動の件数や活力が
低下していることが課題である。

28 緊急通報体制等整備事業 1330-2 長寿介護課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

高齢者の安心を支える重要インフ
ラである一方、実効性と対応の即
時性向上に向けた運用見直しが求
められており、更に質の高い支援
体制を再構築することとしたい。

業務改善

高齢者の安心を支える重要インフ
ラである一方、実効性と即時性の
向上に向け運用見直しが求められ
ており、より質の高い支援体制の
再構築に取り組むべきである。

2,791 0.20

見守りサービス事業について、統
廃合の検討が必要である。
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29 老人憩の家運営事業 1361 長寿介護課 政策【任意】 B B B B B 休止・廃止が決定

高齢者交流の拠点として一定の役
割を果たしてきたが、利用者の固
定化・減少やプログラム見直しの
効果が乏しく、指定管理者の応募
も得られなかった。地元による運
営も実現せず、老朽化の進行も踏
まえ、地元区長等との協議を経て
休止・廃止方針を決定した。

休廃止

高齢者交流拠点として一定の役割
を果たしたが、利用者の固定化・
減少や見直し効果乏しく、指定管
理者不在と地元運営不成立、老朽
化を踏まえ、地元区長等との協議
を経て当面の間の休館を決定し
た。

1,185 0.20

施設の運営方法等について検討す
る必要がある。

30
電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援地方交付金追加給
付事業

1458 福祉課 政策【義務】 休廃止

国の制度設計をもとに実施してい
る給付金事業であり、事業終了期
限あり。 2,723 0.20

31
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金給付事業（均等
割り）

1461 福祉課 政策【義務】 休廃止

国の制度設計をもとに実施してい
る給付金事業であり、事業終了期
限あり。 54,546 0.05

32
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金給付事業（子供
加算）

1462 福祉課 政策【義務】 休廃止

国の制度設計をもとに実施してい
る給付金事業であり、事業終了期
限あり。 37,003 0.05

33
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金給付事業（非課
税）

1463 福祉課 政策【義務】 休廃止

国の制度設計をもとに実施してい
る給付金事業であり、事業終了期
限あり。 39,363 0.05

34 地域組織活動育成事業 1540 子育て支援課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

地域ぐるみの子育て支援と世代間
交流の促進に寄与する意義ある事
業であり、保護者会と地域が連携
した取組も定着していることか
ら、現状のまま継続が適切と判断
する。

現状維持

地域ぐるみの子育て支援と世代間
交流を促進する意義ある事業であ
り、保護者会と地域の連携が定着
しているため、現行のまま継続す
ることが適切である。

389 0.15

35 助産施設入所事業 1555 子育て支援課 政策【義務】 現状維持
国の制度上、必要な施策であり、
継続の必要がある。 888 0.05

36
子ども・子育て会議開催等事
業

1561-1 子育て支援課 政策【義務】 現状維持 11,067 0.40

子育て事業が多岐にわたり複数課
にまたがるため、子育て支援課職
員の全体把握が困難である。

37 愛顔の子育て応援事業 1561-2 子育て支援課 政策【義務】 現状維持 5,357 0.10

出生率向上を目指す当該事業は、
単独では効果が限定的である。結
婚支援や少子化対策の他事業と有
機的に連携し、事業効果を向上さ
せることが急務である。

38 子育て短期支援事業 1567 子育て支援課 政策【任意】 B B A B A 現状のまま継続

保護者の急な事情や夜間不在等に
より家庭での養育が困難となる場
合に、こどもの安全と福祉を確保
する重要な支援策である。利用実
績やニーズも一定あり、福祉向上
の観点から引き続き現行の内容で
の継続が適当と判断する。

現状維持

保護者の急な事情や夜間不在等で
家庭養育が困難な場合に子どもの
安全と福祉を確保する重要な支援
策であり、一定の実績とニーズを
踏まえ、現行内容での継続が適当
である。

0 0.10

「子どもの居場所おおぞら」の施
設を活用し、配慮を要する子育て
家庭を支援するために運用を開始
したにもかかわらず、令和5年度及
び令和6年度の利用実績がゼロであ
る点が最大の課題である。
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39
えひめ人口減少対策総合交付
金事業（子育て世帯への補
助）

1569-2 子育て支援課 政策【任意】 B B A B A 統合・縮小を検討

若年層支援として一定の効果は認
められるが、制度の複雑化により
利用者の利便性に課題がある。限
られた財源を最大限に活かすた
め、重複事業の整理と実効性の検
証を行い、令和7年度より企画政策
課へ事務を移管し、事業の統合・
縮小を含めた見直しを図る。

別冊Ｐ９
のとおり 統合縮小

愛媛県の制度設計により実施する
本事業は、市民の利便性や要望を
踏まえた本市の実情に沿った運用
に限界がある。このため、重複事
業の整理や実効性の検証を更に進
める必要があると判断する。な
お、令和7年度からは企画政策課へ
事務を移管し、事業の統合・縮小
を含めた抜本的な見直しを図るも
のとする。

32,634 0.30

事業の補助元である愛媛県が、対
象世帯の年齢要件などの内容を頻
繁に変更するため、事業効果の測
定が非常に難しい点が課題であ
る。
また、本事業の効果は長期的に測
定する必要があり、短期的な成果
のみで効果を測ることは困難であ
る。

40
きたやまさき認定こども園運
営事業

1631 子育て支援課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

地域の多様な子育てニーズに応
え、安心して預けられる体制が確
立されている。障がい児支援を含
めた包括的な取組は地域福祉にも
資しており、現状の継続が最も効
果的と判断する。 現状維持

地域の多様な子育てニーズに応
え、安心して預けられる体制が確
立されている。障がい児支援を含
む包括的取組は地域福祉にも資し
ており、現状の継続が最も効果的
である。 28,025 0.21

保護者のライフスタイルの変化に
より保育所等入所数が増加傾向に
あり、多様化するニーズに対応す
るための安定したサービス提供が
重要である。
しかし、建物の老朽化が進んでい
る一方で修繕工事の予算が限ら
れ、簡易修繕では対応が難しく
なっている。

41 ぐんちゅう保育所運営事業 1650 子育て支援課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

安定した保育環境と地域支援機能
を兼ね備えたぐんちゅう保育所の
運営は、子育て家庭の高い信頼を
得ており、継続による地域貢献の
維持が強く望まれる。

現状維持

ぐんちゅう保育所は安定した保育
環境と地域支援機能により子育て
家庭の高い信頼を得ており、継続
運営によって地域貢献を維持する
ことが強く望まれる。

55,780 0.21

大規模施設として今後も多くの入
所希望が見込まれるため、保育士
の確保に継続して努める必要があ
る。
一方で、建物の老朽化が進行して
いるにもかかわらず修繕予算が限
られ、簡易修繕では対応が困難に
なっている。

42 うえの保育所運営事業 1680 子育て支援課 政策【任意】 A A A A A 休止・廃止が決定

令和7年4月1日「うえの保育所」と
「伊予幼稚園」を一元化し、「み
なみいよ認定こども園」へ移行し
たことから廃止とする。 休廃止

令和7年4月1日に「うえの保育所」
と「伊予幼稚園」を一元化し「み
なみいよ認定こども園」へ移行し
たため、当該事業は廃止とする。 68,911 0.21

修繕工事は予算も限られているた
め、可能な範囲内で修繕を行って
いるが、建物の老朽化が進んでお
り、簡易修繕では対応が難しく
なっている。

43
保育環境改善（感染症対策）
事業

1857 子育て支援課 政策【任意】 A B A B A 休止・廃止が決定

新型コロナウイルス感染症の位置
づけが5類感染症となり、国からの
感染症対策に係る交付金事業も終
了したことから廃止とする。 休廃止

新型コロナが5類感染症となり、国
の感染症対策交付金事業も終了し
たため、当該事業は廃止とする。

1,474 0.10

新型コロナウイルス感染症が発生
しなかった事業所が利用できない
補助金制度は、対象範囲に課題が
ある。国の交付金ありきの事業で
あり、市単独では実施できない。

44
子育て世帯生活支援特別給付
金給付事業

1869 子育て支援課 政策【義務】 休廃止

国の事業終了のため

1,336 0.10

国の予算措置タイミングと支給ス
ケジュールが、市の制度スケ
ジュールと合致しないため、事業
実施に苦労していることが課題で
ある。

45 被保護者就労支援事業 1885 福祉課 政策【義務】 現状維持 2,819 0.73

就労支援事業では、対象者が就労
意欲や生活能力、対人能力、社会
適応能力に課題を抱え、就労準備
段階で滞留している。これらの課
題に対応し、就労への移行を促進
する効果的な支援策が急務であ
る。

46 災害救助被災者支援事業 1895 福祉課 政策【義務】 現状維持 0 0.01
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47 自殺対策事業 1991 健康増進課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

「見えにくい成果」に向き合う本
事業は、市の生命線とも言える取
組である。庁内連携の深化と啓発
手法の工夫により、市民一人ひと
りの気づきと行動を促す環境づく
りを強化していく。命を守る現場
に即した継続的な業務改善が不可
欠と考える。

業務改善

「見えにくい成果」に向き合う本
事業は市の生命線であり、庁内連
携の深化と啓発手法の工夫で市民
の気づきと行動を促し、現場に即
した継続的改善を強化すべきであ
る。 4,143 1.05

自殺防止事業は「未然防止でき
た」成果明示が評価上の課題であ
る。メンタルヘルス対応の重要性
増大に伴い、関係部局との横断的
連携を継続し、事務改善で市民に
効果が伝わるよう努め、計画目標
達成を強く意識した遂行が急務で
ある。

48 救急医療対策事業 2005 健康増進課 政策【義務】 現状維持

伊予市単独ではなく伊予医師会及
び松山医療圏域の各医師会と一体
不可分となって運営を行っている
事業であるとともに、関係自治体
とも常に連携しながら事業継続
（費用負担）を行っているもので
ある。
広域的な休日、夜間救急医療提供
体制の維持を目的としており、住
民の生命・健康の維持に直結する
ものである。医師の確保など医療
体制の維持に向け課題もあるが、
今後も必要不可欠な事業と位置付
けられる。

22,076 0.10

医療の適正利用が課題である。

49 出産・子育て応援交付金事業 2055 健康増進課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

安心して子育てできる地域づくり
は、少子化対策の核心であり、伴
走型支援の質の向上とともに、若
年層のニーズに即したデジタル対
応の推進により、より信頼される
支援体制へと進化させる必要があ
る。今後は実効性強化に向けた業
務改善を着実に進めたい。

業務改善

安心して子育てできる地域づくり
は少子化対策の核心であり、伴走
型支援の質向上と若年層ニーズに
即したデジタル対応を推進し、よ
り信頼される支援体制へ進化させ
るべきである。 21,957 0.50

子育て支援事業は、少子化対策と
して子育て満足度向上と相談しや
すい自治体への改善が課題であ
る。若年層への訴求のためデジタ
ル化対応が急務である。母子保健
活動は、健康寿命延伸に向け成人
から高齢期まで一貫した予防視点
を持つ必要がある。

50
新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業

2110 健康増進課 政策【義務】 休廃止

予防接種法第6条第1項の規定に基
づき、臨時接種として新型コロナ
ウイルスワクチンの接種を行って
いたが、令和6年4月1日より原則65
歳以上の高齢者への定期接種に法
改正されたため廃止とする。

269 0.10

小児科医が少ないため、多くの接
種枠を設けることができない点が
課題である。

51 犬猫との共生・予防対策事業 2175 環境政策課 政策【任意】 A A B A A 現状のまま継続

犬の登録、狂犬病予防注射済票の
交付等を適正に行っていくととも
に、広報や市ホームページでの犬
及び猫の適正飼育に関する啓発に
引き続き取り組んでいく。
ガバメントクラウドファンディン
グなどを積極活用し、財源の確保
をしつつ、不妊去勢手術などの費
用助成に努め、飼い主のいない猫
の増加を防ぐ。

現状維持

犬の登録や狂犬病予防注射済票の
交付を適正に実施し、広報や市
ホームページで犬猫の適正飼育の
啓発を継続すべきである。また、
ガバメントクラウドファンディン
グを積極活用して財源を確保し、
不妊去勢手術等の費用助成を進
め、飼い主のいない猫の増加を防
止すべきである。

1,931 0.65

狂犬病予防接種の集合注射は、個
別接種の増加で接種数が減少し、
会場によってはゼロ化している。
コース再編や時間配分の見直しに
よる業務効率化が急務である。ま
た、法定義務と任意事業が混在
し、事業全体の評価が困難であ
る。

52 再生可能エネルギー推進事業 2191 環境政策課 政策【任意】 S A A A A 現状のまま継続

各補助金制度について、市民の
ニーズに即したものとなるよう、
適宜検証を行うこと。

現状維持

各補助金制度は市民ニーズに即し
ているかを適宜検証し、必要に応
じて見直し・改善を行うべきであ
る。

20,862 0.20

脱炭素化事業の補助金制度で需要
に偏りがあり、業務増加による職
員負担が課題である。公共施設へ
の再エネ設備導入には、技術的・
財政的課題への対応、専門的知見
の蓄積、調整体制の強化が急務で
ある。
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53 歯科保健センター運営事業 2245 健康増進課 政策【任意】 S A S S A 業務改善が必要

口腔ケアは健康寿命延伸の鍵であ
り、乳幼児から高齢者までの一貫
した支援は本市の健康施策の柱で
す。歯科医師会と一層連携し、国
の支援拡充を活用して、より効果
的な指導内容の標準化と、受診率
向上に向けた工夫を通じて事業の
質的向上を図りたい。

業務改善

口腔ケアは健康寿命延伸の要であ
り、乳幼児から高齢者までの一貫
支援は本市健康施策の柱である。
歯科医師会と連携を深め、国の支
援拡充を活用し、指導内容の標準
化と受診率向上で質的向上を図る
べきである。

2,048 0.55

幼児期からのう歯予防は進むが、
児童・生徒の歯肉炎が増加してい
ることが課題である。心身の健康
維持と生涯の健康づくりに向け、
歯肉炎予防に重点を置いた新たな
取組が急務である。

54 ごみ処理施設組合事業 2300 環境政策課 政策【義務】 業務改善

令和8年4月からごみ処理の広域化
が正式に開始され、伊予地区清掃
センターは中継施設として位置付
けられる。令和10年度末には現施
設の解体及び組合の解散を予定し
ており、令和11年度から仮設中継
施設を運営、令和12年度からは新
中継施設の供用が開始される予定
である。組合は解散に向けた清算
手続きを段階的に進めていく必要
があり、新施設については指定管
理制度の導入など新たな運営手法
を検討している。今後、施設の機
能や運営形態が大きく変わること
から、今後の事務事業評価は詳細
評価へ変更することが適当であ
る。

219,803 0.10

正式な広域化が未実施で暫定運用
中のため、処理委託料が大幅に増
加し短期的な財政負担が課題であ
る。伊予地区清掃センターの役
割・運用見直し、費用負担の公平
性確保、運営ルール明確化、住民
への丁寧な情報提供が急務であ
る。

55 飲用井戸整備事業 2375 上下水道課 政策【任意】 S S S A A 業務改善が必要

現状の調査を行ない補助要綱の見
直しについて検討すること。

業務改善

現状の調査を実施し、補助要綱の
見直しの可否と方向性を検討し、
必要に応じて改定を行うべきであ
る。 215 0.11

少子高齢化による過疎化で、飲用
水確保補助事業における一戸当た
りの負担増が懸念される。現状把
握のための調査実施と補助要綱の
見直しが急務である。

56
農業関係団体負担金等交付事
業

2445 農業振興課 政策【任意】 A A S A A 現状のまま継続 現状維持 3,035 0.08

57 農地中間管理事業 2447 農業振興課 政策【義務】 現状維持

法に基づく事業であり、中止を市
で判断する余地のない国策であ
り、効率的・効果的な実施を行う
ことは当然とするが、事業継続と
判断されるため。

50 0.15

令和7年度の基盤法改正で利用権設
定事業が農地中間管理事業に統合
され、手続きの煩雑化と農業者・
行政双方の事務量増加が課題であ
る。

58 農業活性化緊急対策事業 2452 農業振興課 政策【任意】 A S A A A 現状のまま継続 現状維持 2,971 0.12

地域特性に応じた産地づくりや高
品質な栗生産に資する本事業は効
果が高く継続が必要である。
しかし、剪定作業に加えて、剪定
後の処理や防除・施肥など農作業
全般にわたり労働力が不足してい
ることが深刻な課題である。労働
力不足を補うための機械化導入や
作業効率化の支援が求められる。

59 農業振興団体補助事業 2460 農業振興課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続 現状維持 2,011 0.54

農業経営確立や技術向上、就農支
援に重要な事業だが、上部団体
（国・県・地区）の活動への参加
が関係者の負担となっている。
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60 農業女性グループ育成事業 2470 農業振興課 政策【任意】 B B A B A 現状のまま継続 現状維持 620 0.55

高齢化が進む農山漁村での女性活
躍・男女共同参画推進が困難であ
る。次世代リーダー不在、活動の
個人依存、若い女性の参加不足が
課題だ。行政全体で対象範囲を広
げた包括的な取組が急務である。

61
経営所得安定対策直接支払推
進事業

2506 農業振興課 政策【任意】 S S S A S 現状のまま継続 現状維持 2,080 0.31

土地利用型農業の推進は緊迫した
局面を迎えており、国の交付金要
件や事務の変更に対し、迅速な事
務実施が課題である。関係施策の
円滑な推進には、国の動向に合わ
せた柔軟な対応が急務である。

62 水田農業構造改革対策事業 2510 農業振興課 政策【任意】 S S A A S 現状のまま継続 現状維持 4,542 0.47

水田農業は重要だが、生産資材価
格高止まりと自然界の影響で再生
産可能な適正価格での販売が困難
である。国民の主食を守るため、
補助事業による生産支援の継続・
強化が急務である。

63 中山農産加工場管理運営事業 2570 農業振興課 政策【任意】 B B C B B 統合・縮小を検討

今後、利用実績の低い施設につい
て、関係者と協議を行ない方向性
を決定する必要がある。

別冊Ｐ11
のとおり 休廃止

本事業は、指定管理期間の終期及
び耐用年数の到来年度を鑑み、休
止または廃止を検討する必要があ
ると判断する。市内にある四つの
農畜産物処理加工施設は、令和8年
度に耐用年数が超過し指定管理期
間も終了するため、民間（地域）
への譲渡または施設廃止を進める
ものとする。また、そば乾燥調整
施設は耐用年数が令和11年度まで
あるものの、指定管理期間は令和9
年度に終了するため、適宜検討を
進めるものとする。今後は、耐用
年数が超過した施設から順次、将
来的な統合や廃止、民間（地域）
への譲渡を進める方針である。

1,908 0.25

令和6年度に添賀地区の直売施設は
廃止を決定し、利用実績の少ない
施設から利用者と協議し、今後の
運営方針を決定する必要がある。
施設の老朽化による維持管理費の
増大や、指定管理者の組合員高齢
化、資材費高騰などがあり、事業
の継続性について検討を要する時
期に来ている。

64 県営ため池等整備事業 2743 農林水産課 政策【義務】 現状維持 46,015 0.16

65 県営地すべり対策事業負担金 2793 農林水産課 政策【義務】 現状維持 219 0.16

66 林道管理事業 2970 農林水産課 維持管理等 現状維持 8,891 0.11

維持管理不足は、災害発生時に甚
大な被害をもたらす恐れがある。

67 漁業団体育成事業 3020 農林水産課 政策【任意】 B B A B B 現状のまま継続 現状維持 5,911 0.12

各団体の活動内容が類似するもの
が散見される。

68 漁業振興助成事業 3030 農林水産課 政策【任意】 B B A B B 現状のまま継続 現状維持 111,976 0.12

施設整備が漁業協同組合の計画に
基づき実施されるため、市の予算
規模を見通せない可能性があるこ
とが課題である。

69 水産振興事業 3045 農林水産課 政策【義務】 現状維持 281 0.14

70 水産物供給基盤機能保全事業 3075 農林水産課 維持管理等 休廃止 4,717 0.48

71 駐輪場管理運営事業 3090 都市整備課 維持管理等 現状維持

JR利用者の利便性向上、施設周辺
の環境美化を図るため、事業の継
続は必要と判断する。 5,043 0.01

放置自転車が年々増加傾向にあ
り、処分に係る費用等の増額が懸
念される。
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72 感染症対策利子補給事業 3160 商工観光課 政策【任意】 C C C C C 休止・廃止が決定 休廃止

本事業は、新型コロナウイルス感
染症の影響により事業活動に支障
が生じている中小企業者等の経営
安定を図るためのものであった
が、国の利子補給期間が終了した
ことに伴い、事業廃止する。

7,902 0.15

給付事業では、ニーズに合った給
付ができているか疑問があり、類
似事業では給付対象者の事業実
績・計画の考慮が必要である。ま
た、申請から利子補給まで3年間の
ブランクが生じてしまう点は課題
である。

73
原油・物価高騰対策商工振興
事業

3167 商工観光課 政策【任意】 B B B B B 休止・廃止が決定

令和6年度で事業が終了となるが、
同一事業番号で令和7年度に別事業
を実施する。

休廃止

令和6年度で当該事業は終了となる
が、令和7年度に同一事業番号のま
ま別内容の事業へ移行する。

68,142 0.20

事業実施における準備不足が課題
である。プレミアム付き商品券販
売では、長蛇の列や完売で混乱を
招き、多くの苦情が寄せられた。
販売方法の改善と住民への配慮が
急務であった。

74 観光イベント事業 3200 商工観光課 政策【任意】 B B C C C 統合・縮小を検討

事業目的を踏まえ今後の方向性を
検討する必要がある。

別冊Ｐ13
のとおり 統合縮小

本事業は、各イベントの目的や効
果の適正性について関係団体と協
議し、観光物産協会での実施可能
性を検討する必要があると判断す
る。外部評価の答申を踏まえ、今
後イベントを実施する際には、目
的に沿った成果指標を設定するも
のとする。また、観光政策の効果
を一体的に把握し、統一した成果
指標で事業評価を行うため、観光
団体助成事業（3220）及び観光関
係負担金等交付事業（3235）と統
合し、令和7年度から事業名称を
「観光支援事業」に変更する方針
である。これらの検討と統合を通
じて、事業の効率化と効果の最大
化を図るものとする。

3,957 0.20

イベントの費用対効果を重視し、
収益増を図る必要がある。補助金
の適正算出と精査、観光への波及
効果を測る成果指標の設定が課題
だ。現状では政策効果が不明瞭で
あり、改善が求められる。

75 観光振興事業 3210 商工観光課 政策【任意】 B A B B B 業務改善が必要

事業効果を明確化し、それぞれに
適した指標設定とするため地域プ
ロジェクトマネージャー・地域お
こし協力隊と観光振興事業に分割
し評価する。

業務改善

事業効果の明確化と適切な指標設
定のため、地域プロジェクトマ
ネージャー・地域おこし協力隊と
観光振興事業に分割し、それぞれ
個別に評価するべきである。

72,051 1.50

観光PRは重要だが、下灘駅での
オーバーツーリズムや市内周遊の
未促進が課題である。総合的な推
進計画が必要であり、地域プロ
ジェクトマネージャー等の予算を
含む本事業の成果指標が複雑で政
策効果が不明瞭なため、指標の整
理と見直しが急務である。

76 観光団体助成事業 3220 商工観光課 政策【任意】 B B B B A 休止・廃止が決定

観光政策効果を一体的に把握し、
統一した成果指標による事業評価
とするため、事業を廃止、集約す
る。

休廃止

観光政策の効果を一体的に把握
し、統一した成果指標で事業評価
を行うため、当該事業を廃止し関
連事業へ統合する。

286 0.01

団体活動の衰退に対し、人材育成
への関与が課題である。補助金の
適正算出と精査が必要であり、イ
ベントの目的や効果を踏まえた協
議が求められる。また、補助金交
付に限定され、観光への波及効果
を測る成果指標の設定が困難で、
政策効果が不明瞭である。

77 観光関係負担金等交付事業 3235 商工観光課 政策【任意】 S A B A A 休止・廃止が決定

観光政策効果を一体的に把握し、
統一した成果指標による事業評価
とするため、事業を廃止、集約す
る。

休廃止

観光政策の効果を一体的に把握
し、統一した成果指標で事業評価
を行うため、当該事業を廃止し関
連事業へ統合する。

476 0.05

関連団体への負担金は事業推進に
重要だが、その妥当性の精査が課
題である。負担金の支出に限定さ
れており、観光への波及効果を測
る成果指標の設定が困難で、政策
効果が不明瞭であるため、見直し
が急務である。
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78 彩浜館管理運営事業 3240 商工観光課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

令和7年度から教育文化施設として
所管替えとなり、新たな事業目的
の設定に基づき施設運営を行な
う。

業務改善

令和7年度から教育文化施設として
所管替えとなり、新たな事業目的
に基づいて施設運営を実施する。

7,205 0.20

観光施設から教育文化施設へ位置
づけが変更されたため、施設の在
り方の見直しが必要である。文化
的価値が高い一方で老朽化が進行
しており、計画的な点検や修繕が
急務である。

79 秦皇山施設管理運営事業 3260
中山地域事務
所

政策【任意】 B C C C B 業務改善が必要

施設の老朽化が進行しており、今
後の改修や、運営方法について検
討する必要がある。

別冊Ｐ15
のとおり 業務改善

施設の大規模な更新時期を迎えて
おり、財政状況や設置目的、外部
評価の答申を踏まえた対応が必要
である。このため、本事業につい
ては業務改善が必要であると判断
する。利用者の増加を図るための
方策を検討し、可能なものから速
やかに実施するものとする。併せ
て、事業目的に沿った成果指標を
設定するものとする。これらの業
務改善を通じて、施設の持続可能
な運営を目指し、本事業は継続す
るものとする。

11,596 0.02

アフターコロナで利用者が減少
し、森林の魅力発信による交流人
口増加が課題である。施設の老朽
化が進み、ログハウスの設備更新
や修繕が急務である。また、主な
収益源の収益性が低く、改善が必
要である。

80 栗の里公園等管理事業 3322
中山地域事務
所

政策【任意】 B B B B B 現状のまま継続 現状維持 6,116 0.02

鹿牧場の鹿の譲渡が進まず、新た
な譲渡先が見つからないことが課
題である。自然減を待つと施設の
フェンス等が破損する恐れがあ
り、早急な譲渡先の確保が求めら
れる。

81 地籍情報管理事業 3380 土木管理課 維持管理等 休廃止

土地利用の適正化や地域の健全な
発展と秩序ある整備に資するため
必要な事業であるが、事業費が少
額であるため、令和7年度より一般
総務費に統合することとした。

261 0.80

地籍情報は個人情報を含むため、
情報漏えい防止への留意が課題で
ある。

82 がけ崩れ防災対策事業 3411 土木管理課 維持管理等 休廃止

がけ崩れによる災害防止を図り、
住民の安全・安心と財産の保全に
寄与する事業であるが、予定工事
箇所完了に伴い休止とする。

9,833 0.36

施工条件の悪さと人員不足によ
り、施工に時間がかかっているこ
とが課題である。

83 急傾斜地崩壊対策事業 3415 土木管理課 政策【義務】 現状維持

土砂災害から市民の生命・財産
を、守るために必要であり、事業
継続と判断する。 630 0.01

近年の気候変動によるリスク増大
に伴い、新たな危険個所が発生す
る可能性が課題である。

84 道路台帳作成事業 3450 土木管理課 維持管理等 現状維持

道路台帳の作成については、道路
法及び同法施行規則に規定されて
おり、それぞれの路線ごとに台帳
を整備する必要があるため、事業
継続と判断する。

7,658 0.80

85 道路維持修繕事業 3470 土木管理課 維持管理等 現状維持

市道の維持管理に係る経費であ
り、円滑な交通確保及び利用者の
安全確保を目的としており、事業
継続と判断する。

211,475 1.08

限られた予算の中で現地確認を行
い、事業区間の決定が困難である
ことが課題である。

86 樋門管理事業 3600 土木管理課 維持管理等 現状維持

樋門の適正な維持管理を行い、浸
水被害等を未然に防ぐ必要がある
ため、事業継続と判断する。 725 0.45

波による騒音の苦情が発生してお
り、住民生活への影響が課題であ
る。
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87 港湾施設管理事業 3670 土木管理課 維持管理等 現状維持

海上輸送の拠点である伊予港の整
備促進及び適正な維持管理を行う
ことで、商工業や地域の活性化に
寄与することが期待できるため、
事業継続と判断する。

8,537 1.15

施設・設備の老朽化が進行してお
り、利用者の増加が見られないこ
とが課題である。

88 都市計画総務一般事務 3730 都市整備課 政策【任意】 B B B B B 現状のまま継続 現状維持 348 0.10

正確な情報提供のため複数職員で
の対応を行っている結果、証明書
等の発行までに時間を要している
ことが課題である。

89 公園管理運営事業 3750 都市整備課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続 現状維持 103,234 0.85

開設30年以上の公園が多く施設の
老朽化が進行し、グラウンド陥没
も発生しており、安全確保が喫緊
の課題である。
国の交付金を活用した改修と並行
し、定期的な点検と適正な管理を
徹底し、事故防止と快適な利用環
境の確保が必要である。また、コ
ロナ禍の影響による利用者数の減
少への対応も求められる。

90 双海地域公園管理運営事業 3757 都市整備課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続 現状維持 32,728 0.60

開設約30年で施設の老朽化が進
み、定期的な点検と適正な管理を
徹底し、事故防止と快適な利用環
境の確保が必要である。
コロナ禍の影響で利用者数が減少
していることも課題である。令和6
年度に実施した利活用方策調査の
結果に基づき、利用者増加に向け
た具体的な利活用方法を検討し、
事業に反映する必要がある。

91 県施設公園管理運営事業 3759 都市整備課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続 現状維持 10,428 0.60

県施設公園の維持管理において、
県と市の連携による施設の円滑な
修繕・改修が重要である。
直営で維持管理を実施している
が、施設をより有効活用するた
め、五色姫海浜公園については包
括的民間委託を視野に入れた検討
が必要である。また、コロナ禍の
影響による公園利用者数の減少へ
の対応も課題となっている。

92 ＡＬＴ派遣事業 4110 学校教育課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

中学生海外派遣事業等の伸展にも
よるが、ホームステイ先であるオ
レゴン州セーラム市やカイザー市
の出身のALTが本市へ配置されるよ
う、JETプログラムに要望し続ける
ことは、更なる友好の絆を深める
上で意義ある取組と考える。

現状維持

中学生海外派遣事業の動向も踏ま
え、ホームステイ先のセーラム
市・カイザー市出身ALTの本市配置
をJETプログラムに継続要望するこ
とは、友好深化に資する意義ある
取組である。

27,378 0.30

ALTの孤立防止と地域への適応支援
が課題である。交代時期の事務煩
雑化や、短期帰国による入国・帰
国費用の増大も問題である。効率
的な運営と費用抑制策の検討が急
務である。
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93 学校安全対策事業 4150 学校教育課 政策【任意】 A S A S S 更に重点化

SGRの配置により、地域で子ども達
の安全を守る体制づくりへの活動
が行えているものの、見守り隊ボ
ランティアの減少等の課題がある
ため、児童生徒を取り巻く社会の
変化に対応する新たな取組を期待
する。
またSSWの増員により、いじめ・不
登校等の背景にある心の問題や、
家族・友人等が置かれている環境
の問題に、関係機関との連携を密
にとりながら対応してきたが、対
象者の増加に伴って時間が足りな
い事態となっている。

別冊Ｐ17
のとおり 重点化

更なる重点化が必要であると判断
する。まず、本事業内の異なる活
動ごとにマネジメントシートを分
割し、より的確な評価を行うよう
改善するものとする。特にスクー
ルソーシャルワーカーについて
は、人材確保が困難な中、既存職
員が多くの相談業務を担っている
のが現状である。こども家庭セン
ターとの連携強化を図るために
は、勤務時間・日数の拡充、職務
に見合う報酬への見直し、同セン
ター内への専門職配置が必須であ
る。これらは予算増大に直結する
ため、人事当局との慎重な協議・
調整を行いながら進めるものとす
る。これらを通じて、学校安全対
策を一層強化し、児童生徒の安全
確保と健全な育成に資するものと
する。

1,866 0.46

子どもを取り巻く課題（家庭環
境、見守り隊減少、班通学限界）
が増加している。多様化・複雑化
する問題に対し、SSWによる迅速対
応が必要である。また、SGRによる
安全体制の評価・助言・指導も不
可欠である。優秀な外部人材の確
保と予算確保が急務である。

94 小学校修繕事業 4230 学校教育課 維持管理等 現状維持

継続して状況に応じた適切な修繕
が必要とされていることから今後
も必要な事業と考える。	 4,388 0.20

学校施設の老朽化が進む中、予算
の制約により理想的な修繕が困難
であることが課題である。

95 小学校営繕事業 4240 学校教育課 維持管理等 現状維持

継続して状況に応じた適切な工事
が必要とされていることから今後
も必要な事業と考える。 16,377 0.30

施設の老朽化が進む中、予算の制
約により理想的な工事が困難であ
ることが課題である。

96 小学校理科教育設備整備事業 4321 学校教育課 政策【任意】 S B S A A 現状のまま継続

補助金の交付対象となる学校は、
台帳を作成したうえで備品の整備
状況を管理することが必須となっ
ている。
そのため、補助の上限となる基準
金額になるまで備品を整えること
に意識が向きがちとなるが、真に
必要な備品を必要な数だけ整備す
ることで、限られた予算の中で多
種多様な備品が揃うよう、予算の
有効活用を図られたい。

現状維持

補助対象校は台帳作成により備品
整備状況の管理が必須である。上
限基準額の充足に偏らず、真に必
要な備品を必要数だけ整備し、多
種多様な備品を揃えるべく限られ
た予算の有効活用を図るべきであ
る。 993 0.10

質の高い教育提供のため、各学校
の台帳整備と備品管理の指導継続
が課題である。学校の協力が不可
欠であり、不要備品の計画的処分
も必要である。また、学校ごとの
認識差を解消し、事業趣旨の理解
促進と精査に向けた協力体制構築
が急務である。

97 中学校修繕事業 4390 学校教育課 維持管理等 現状維持

継続して状況に応じた適切な修繕
が必要とされていることから今後
も必要な事業と考える。	 2,453 0.20

学校施設の老朽化が進む中、予算
の制約により理想的な修繕が困難
であることが課題である。

98 中学校パソコン教室運営事業 4450 学校教育課 政策【任意】 D D D D D 休止・廃止が決定

令和7年10月をもってWindows10の
サポートが終了すること、また令
和7年度中に導入する一人１台端末
が高機能であるため、パソコン教
室の役割は終えるものと考える。 休廃止

令和7年10月にWindows10のサポー
トが終了し、令和7年度中に高機能
な一人1台端末を導入するため、パ
ソコン教室の役割は終えたと判断
し、当該事業は廃止とする。

2,559 0.01
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99 中学校理科教育設備整備事業 4481 学校教育課 政策【任意】 S B S A A 現状のまま継続

補助金の交付対象となる学校は、
台帳を作成したうえで備品の整備
状況を管理することが必須となっ
ている。
そのため、補助の上限となる基準
金額になるまで備品を整えること
に意識が向きがちとなるが、真に
必要な備品を必要な数だけ整備す
ることで、限られた予算の中で多
種多様な備品が揃うよう、予算の
有効活用を図られたい。

現状維持

補助対象校は台帳作成により備品
整備の管理が必須である。上限基
準額の充足に偏らず、真に必要な
備品を必要数だけ整備し、多様な
備品を揃えるために予算の有効活
用を図るべきである。

1,060 0.10

質の高い教育提供のため、各学校
の台帳整備と備品管理の指導継続
が課題である。学校の協力が不可
欠であり、不要備品の計画的処分
も必要である。また、学校ごとの
認識差を解消し、事業趣旨の理解
促進と精査に向けた協力体制構築
が急務である。

100 幼稚園修繕事業 4550 学校教育課 維持管理等 休廃止 0 0.10

101 幼稚園営繕工事事業 4560 学校教育課 政策【任意】 B C A D D 休止・廃止が決定

令和6年度をもって、市内の全ての
市立幼稚園が廃園となった。
令和7年度からは同一の事業番号を
使って、幼稚園の跡地を維持管理
する事業に移行する。

休廃止

令和6年度をもって市内全ての市立
幼稚園が廃園となった。令和7年度
からは同一事業番号を用いて、幼
稚園跡地の維持管理事業へ移行す
る。

1,067 0.10

102 幼稚園運営事業 4570 学校教育課 政策【任意】 C C B C C 休止・廃止が決定

令和6年度をもって、市内の全ての
市立幼稚園が廃園となった。
令和7年度からは同一の事業番号を
使って、幼稚園の跡地を整理する
事業に移行する。

休廃止

令和6年度をもって市内全ての市立
幼稚園が廃園となった。令和7年度
からは同一事業番号を用い、幼稚
園跡地の整理事業へ移行する。 2,821 6.00

103 施設等利用給付事業 4580 子育て支援課 政策【義務】 現状維持 13,423 0.10

施設を通じた支払処理により事務
手続きに時間を要し、保護者が滞
納すると市からの支払ができない
点が課題である。

104 社会教育指導員設置事業 4620 社会教育課 政策【任意】 S S S S S 現状のまま継続 現状維持 7,335 1.00

内面化された偏見や無関心といっ
た見えにくい差別が問題であり、
その解消に向けた専門的知見に基
づく多角的な研修と学習機会の創
出、地域・学校連携の強化が課題
である。

105
コミュニティ・スクール導入
推進支援事業

4708 社会教育課 政策【任意】 A A A A A 更に重点化

市内全ての小中学校にコミュニ
ティー・スクールを導入し、学校
毎に学校運営協議会を設置したう
えで、社会教育課が地域学校協働
活動推進員を任用し、学校教育課
が学校運営協議会委員を配置する
という、所期の目的は達成でき
た。
本格的な活動を展開するための準
備が整い、地域に根ざした運営が
自立して行える組織となるよう、
当面の間は２つの課が互いに協力
して補完し合いながら、伴奏支援
を行うことが重要である。

別冊Ｐ19
のとおり 重点化

本事業は、令和5年度からモデル地
区で開始され、令和6年度から市内
全域に拡大している。しかし、名
称から制度をイメージしにくいこ
とや新たな概念の習得が必要であ
るため、学校運営協議会や地域学
校協働活動推進員の活動が地域に
根付き浸透するには一定の期間が
必要であると判断する。このた
め、本事業は更に重点化を図るも
のとする。事務局は、制度導入後
も当面の間、学校運営協議会の開
催や委員・推進員の活動を支援す
る必要がある。学校教育課と社会
教育課が協力し、引き続き伴走支
援を行うものとする。これによ
り、コミュニティ・スクールの定
着と地域と学校の連携強化を促進
し、教育力の向上に資するものと
する。

932 0.50

コミュニティ・スクールの認知度
向上と活動定着、推進員支援のた
めの関係者協力関係構築が課題で
ある。継続的な研修を通じ、制度
理解の深化と連携強化を図る必要
がある。
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106 伊予地域公民館活動事業 4720-1 社会教育課 政策【任意】 S A S S S 現状のまま継続

公民館活動は、生涯学習の推進や
地域コミュニティの維持に必要不
可欠なものであることから、常に
改善し続ける必要があると考え
る。
関係諸団体と共催による活動をめ
ざすなど、運営手法や住民参加の
在り方を見直し、持続可能な事業
展開につなげること。

現状維持

公民館活動は生涯学習推進と地域
コミュニティ維持に不可欠であ
り、関係団体との共催を含む運営
手法と住民参加の見直しにより、
常に改善し持続可能な事業展開へ
つなげるべきである。 1,341 0.50

公民館活動は、コロナ後の価値観
や社会的ニーズの変化に対応する
ため、運営手法や住民参加のあり
方を見直し、内容を改善していく
必要がある。持続可能な事業展開
に向けた取組が急務である。

107 中山地域公民館活動事業 4720-2 社会教育課 政策【任意】 S A S S S 現状のまま継続

公民館活動は、生涯学習の推進や
地域コミュニティの維持に必要不
可欠なものであることから、常に
改善し続ける必要があると考え
る。
コロナ禍後の価値観や社会ニーズ
の変化に伴い、運営手法や住民参
加の在り方を見直し、持続可能な
事業展開につなげること。

現状維持

公民館活動は生涯学習と地域コ
ミュニティ維持に不可欠であり、
コロナ禍後の価値観・社会ニーズ
の変化を踏まえ、運営手法と住民
参加の在り方を見直し、持続可能
な事業展開へつなげるべきであ
る。

789 0.50

公民館活動は、コロナ後の価値観
や社会的ニーズの変化に対応する
ため、運営手法や住民参加のあり
方を見直し、内容を改善していく
必要がある。持続可能な事業展開
に向けた取組が急務である。

108 双海地域公民館活動事業 4720-3 社会教育課 政策【任意】 B A B S S 現状のまま継続

公民館活動は、生涯学習の推進や
地域コミュニティの維持に必要不
可欠なものであることから、常に
改善し続ける必要があると考え
る。
関係諸団体と共催による活動をめ
ざすなど、運営手法や住民参加の
在り方を見直し、持続可能な事業
展開につなげること。

現状維持

公民館活動は生涯学習推進と地域
コミュニティ維持に不可欠であ
り、関係団体との共催を含む運営
手法と住民参加の在り方を見直
し、持続可能な事業展開へつなげ
るべきである。 2,520 0.50

公民館活動は、少子高齢化や過疎
化、コロナ禍の影響で、双海地域
での活動規模や内容の維持が困難
である。社会的ニーズの変化に対
応した運営手法や住民参加のあり
方を見直し、持続可能な事業展開
を図る必要がある。

109 公民館修繕事業 4730 社会教育課 維持管理等 現状維持

施設の老朽化に伴い、設備・備品
の故障・破損等の発生回数が増加
してきているが、地域の生涯学習
の拠点、コミュニティの中心施設
として今後も利用していくため
に、引き続き迅速な修繕事業を実
施する必要がある。

1,112 0.10

施設の老朽化により設備・備品の
故障・破損が増加しており、施設
の維持管理が課題である。

110 地区公民館運営活動助成事業 4750 社会教育課 政策【任意】 A A S A A 現状のまま継続

各地区公民館の活動内容を情報共
有し、時代の変化と地域の実情に
あった事業展開が図れるよう、常
に研鑽に努めること。 現状維持

各地区公民館の活動内容を相互に
情報共有し、時代の変化と地域の
実情に即した事業展開を図れるよ
う、常に研鑽と改善に努めるべき
である。

446 0.10

地域住民の学習活動を支える補助
事業は、社会情勢や地域ニーズの
変化に対応し、補助金の効果的な
活用を促し、持続可能な運営体制
の確立が課題である。

111 公民館一般事務 4760 社会教育課 政策【任意】 S S A A S 現状のまま継続 現状維持 40,245 0.10

生涯学習拠点である公民館の安定
運営には、社会状況の変化に応じ
た柔軟な対応と適正な予算措置が
課題である。各館での精査とコス
ト管理を継続し、持続的な運営体
制の確立が急務である。

112 人権同和教育事業 4830 社会教育課 政策【任意】 S A S A S 現状のまま継続

受講及び参加者数が目標値を超え
ているものの、固定化が課題であ
ることから、対象者に合わせた時
間に開催するとか、関心を引く
テーマを設定するとかして、参加
し易い学習会となる取組を継続す
る。

現状維持

受講・参加者数は目標超過である
一方、固定化が課題である。対象
者に合わせた時間設定や関心を引
くテーマ設定などにより参加しや
すい学習会づくりを継続すべきで
ある。

1,187 0.80

受講者層の固定化が課題であり、
若年層など幅広い世代の参加を促
すため、テーマ設定や開催方法、
内容、開催時期・時間の工夫が急
務である。多様なニーズに応じた
効果的な啓発を推進する必要があ
る。
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113 人権教育団体育成事業 4840 社会教育課 政策【任意】 S S S S S 現状のまま継続 現状維持 4,900 1.20

参加者層の偏りが課題である。同
じ人に偏りがちな状況を改善する
ため、関係団体への参加呼びかけ
や市関係団体への研修会参加割当
により、裾野拡大と効果的な啓発
活動の推進が急務である。

114
唐川コミュニティセンター運
営事業

4890 社会教育課 維持管理等 休廃止

老朽化した唐川コミュニティセン
ターの解体が完了したため事業廃
止とする。令和6年度には、地元か
らの要望を受けて支障樹木の伐採
やフェンス設置を実施し、安全性
と利便性の向上を図った。地元管
理団体への円滑な引き渡しが行わ
れ、今後の地域活動継続の基盤整
備として妥当かつ有効な事業と
なった。

1,655 0.05

115 児童生徒健康診断事業 4930 学校教育課 政策【任意】 S S A A A 業務改善が必要

これまで学校医・養護教諭からの
改善要望等については、個々の事
案毎に事務局の職員が中心となっ
て個別に協議・検討し、考えを取
りまとめてきたところであるが、
本年度から学校保健情報連携会を
立ち上げ、関係者が一堂に会して
意見を交わす場を設ける予定であ
る。
このことを学校健診等の適時適切
な履行と内容の充実、更に円滑で
効率的な運用につなげて、医師の
減少に伴う学校医不足に対応され
たい。

別冊Ｐ21
のとおり 業務改善

市内の開業医・勤務医の減少と健
康診断時期の集中により、学校医
の負担が増加し、なり手不足が顕
在化している現状である。このた
め、健康診断の効率化について検
討を開始すべき時期であると判断
する。本事業の業務改善が必要で
ある。令和7年度から学校医、養護
教諭、市教育委員会関係者が一堂
に会する「学校保健情報連携会」
を発足させ、今後の学校健診のあ
り方について協議・検討を行うも
のとする。本会を有効活用し、外
部評価の答申にあった学校医の不
足原因と回避策についても議論を
深めるものとする。

15,070 0.25

学校医不足が深刻化しており、医
師の減少や高齢化、業務負担増に
より確保が困難である。検診時期
の集中も課題である。児童生徒の
プライバシーに配慮した適切な学
校健診実施のため、新たな対応が
急務である。

116 社会体育事業運営事業 5020 社会教育課 政策【任意】 B B B B B 業務改善が必要

コロナ禍前の状況に戻りつつある
中、市民のスポーツへの関心の高
まりがみられる。
限られた予算の中でニーズに合う
事業を展開していくには、ボラン
ティア体制づくりや積極的なSNS等
の活用が有効と考える。

業務改善

コロナ禍前の状況に戻りつつあり
市民のスポーツ関心が高まる中、
限られた予算でニーズに合う事業
展開のため、ボランティア体制の
構築と積極的なSNS等の活用を進め
るべきである。 4,234 1.10

スポーツ振興事業では、参加者増
加や市外集客が見込まれる中、幅
広い世代対応のイベント内容・競
技見直しが課題である。限られた
予算で効率的かつ効果的な事業展
開のため、関係団体や民間連携強
化、ボランティア体制・SNS活用に
よる周知が急務である。

117 体育大会補助事業 5040 社会教育課 政策【任意】 A A B B B 業務改善が必要

スポーツ大会への参加者が増加傾
向にある中、大会派遣費（助成
金）の趣旨を今一度明確にする必
要が生じている。
支給方法を一律支給にするなど、
助成金交付要綱の見直しとあわせ
て、一層の制度周知に努めるこ
と。

業務改善

大会参加者の増加を踏まえ、派遣
費（助成金）の趣旨を再明確化す
る必要がある。一律支給等の支給
方法を含め交付要綱を見直し、併
せて制度周知を一層強化すべきで
ある。 2,207 0.15

スポーツ大会参加促進の助成金事
業において、市民への趣旨認識不
足が課題である。要綱の見直し
と、事務負担軽減のための支給方
法の効率化（一律支給など）が急
務である。関係団体と連携し、よ
り効果的な運用を図る必要があ
る。

118 農業用施設単独災害復旧事業 5230 農林水産課 維持管理等 休廃止 6,489 0.25

119 林業用施設単独災害復旧事業 5231 農林水産課 維持管理等 休廃止 22,082 0.21
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120
農地・農業用施設災害復旧事
業

5240 農林水産課 維持管理等 現状維持

本事業は天災により被災した農
道・水路等農業用施設を復旧する
事業であり、施設の機能回復を図
る上で必要と認められるため継続
と判断する。

13,552 0.25

121 林業用施設補助災害復旧事業 5241 農林水産課 維持管理等 現状維持 60,312 0.21

地球温暖化に伴う想定を超えるゲ
リラ豪雨により、被害が甚大化し
規模が拡大していることが課題で
ある。

122 道路補助災害復旧事業 5280 土木管理課 維持管理等 休廃止

公共土木施設の速やかな復旧を図
り再度災害や被災の拡大防止をす
ることで、被災地の復興に必要不
可欠な事業であるが、予定工事箇
所完了に伴い休止とする。

36,436 0.59

想定外の産業廃棄物発生により工
法変更を余儀なくされた。

123 単独災害復旧事業 5285 土木管理課 維持管理等 現状維持

公共土木施設の速やかな復旧を図
り再度災害や被災の拡大防止をす
ることで、被災地の復興に必要不
可欠であることから、事業継続と
判断する。

32,413 2.50

124 河川補助災害復旧事業 5290 土木管理課 維持管理等 現状維持

公共土木施設の速やかな復旧を図
り再度災害や被災の拡大防止をす
ることで、被災地の復興に必要不
可欠であることから、事業継続と
判断する。

1,710 0.47

業者の手持ち工事により、事業の
早期着手ができなかったことが課
題である。

125 河川災害復旧事業 5295 土木管理課 維持管理等 休廃止

公共土木施設の速やかな復旧を図
り再度災害や被災の拡大防止をす
ることで、被災地の必要不可欠な
事業であるが、予定工事箇所完了
に伴い休止とする。

165 0.03

施工のために仮設道路確保に時間
を要したことが課題である。

126 診療所事務事業 5475 市民課 政策【任意】 B B A A A 業務改善が必要

いわゆるへき地医療を下支えする
重要な基盤であり、施設の老朽化
や維持管理体制の見直しが急務で
あり、安全・安心な診療体制の確
保に向け更なる改善を図る。

業務改善

いわゆるへき地医療を下支えする
重要基盤である一方、施設老朽化
と維持管理体制の見直しが急務で
あり、安全・安心な診療体制確保
に向け更なる改善を図るべきであ
る。 2,068 0.08

施設の老朽化に伴う修繕増加に対
し、財政制約下での優先度設定と
事前点検・関係者意見聴取が課題
である。
施設の維持管理という事業目的に
鑑み、令和8年度以降の事業評価の
種別を簡易評価（維持管理等）へ
変更する。

127 障害者団体育成事業 6010 福祉課 政策【任意】 S A A A A 現状のまま継続

申請から実績確認までの事務が適
切に運用されており、団体の自立
支援と地域福祉の向上に寄与して
いる。このことから、現状の継続
が妥当と判断するものである。

現状維持

申請から実績確認までの事務は適
切に運用され、団体の自立支援と
地域福祉の向上に寄与しているた
め、現行の事業を継続することが
妥当である。

220 0.08

会員の高齢化と減少が喫緊の課題
であり、事業の持続性を確保する
ため、会員数の増加を緊急に図る
必要がある。

128 介護給付費等支給事業 6070 福祉課 政策【義務】 現状維持 1,137,175 0.45

129 補装具費支給事業 6090 福祉課 政策【義務】 現状維持 4,605 0.30

職員の補装具に関する知識習得が
求められる。また、補装具事業所
からの書類提出が遅滞し、スムー
ズな事務処理が困難であるため、
改善策が急務である。
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130 成年後見制度利用支援事業 6105 福祉課 政策【任意】 A B A B A 現状のまま継続

障がい者の権利擁護において重要
な制度であり、更に安定的に機能
させるためにも、継続した取組が
適切と判断する。

現状維持

障がい者の権利擁護において重要
な制度であり、安定的機能の更な
る確保に向け、継続した取組を進
めることが適切である。

0 0.10

事業の基準に適合する対象者に対
し、効果的に事業内容を周知する
方法が確立されていないことが課
題である。

131 相談支援事業 6110 福祉課 政策【任意】 S A S A A 現状のまま継続

障がい者等の自立と社会参加を支
える重要な事業であり、柱である
相談体制も安定して機能している
ことから、現状のまま継続が適当
と判断する。 現状維持

障がい者等の自立と社会参加を支
える重要事業であり、柱である相
談体制も安定して機能しているこ
とから、現行のまま継続すること
が適当である。 16,207 0.45

相談内容が年々困難化・多様化し
ており、これに対応するため関係
機関の連携体制の強化が必須であ
る。
また、複雑な相談に対応できるよ
う、より良く多様な対処方法の構
築を図る必要がある。

132 移動支援事業 6150 福祉課 政策【任意】 S A S A A 現状のまま継続

障がい者（児）の社会参加と自立
を支える意義深い事業であり、一
定の利用者であるが安定運用され
ており、現状のまま継続が適切と
して判断する。

現状維持

障がい者（児）の社会参加と自立
を支える意義深い事業であり、利
用者は一定数で安定運用されてい
ることから、現行のまま継続する
ことが適切である。

2,777 0.21

事業の利用者が一定層にとどまっ
ており、利用者の裾野が広がらな
いことが課題である。

133
自動車改造・免許取得助成事
業

6190 福祉課 政策【任意】 A B S A B 業務改善が必要

障がい者の自立と社会参加を促進
する有意義な事業であるが、近年
の利用実績が低迷しており、制度
の周知方法や申請手続きの見直し
など、利用促進に向けた改善が必
要と判断する。

業務改善

障がい者の自立と社会参加を促進
する有意義な事業である一方、近
年の利用低迷が課題であり、周知
方法と申請手続の見直し等により
利用促進を図るべきである。

100 0.06

134 声の広報発行事業 6210 福祉課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

文字による情報取得が困難な方へ
の有効な情報提供手段として、福
祉の向上に寄与しており、一定の
利用ニーズも確認されていること
から、現状のまま継続が適切と判
断する。

現状維持

文字情報の取得が困難な人への有
効な情報提供手段として福祉向上
に寄与しており、一定の利用ニー
ズも確認されていることから、現
行のまま継続することが適切であ
る。

120 0.08

音読グループ活動の維持と活性化
を図るため、活動協力と支援を提
供する必要がある。

135
保健事業と介護予防の一体的
実施事業

6232 健康増進課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

健康寿命延伸の要となる本事業
は、庁内外の連携を軸に着実に展
開されてきた。一方で限られた本
市の資源で高効率に成果を上げる
ためには、手法の見直しやアウト
カム指標の精緻化が今後の重要課
題と捉え戦略的な業務改善が必要
である。

業務改善

健康寿命延伸の要である本事業は
庁内外連携を軸に着実に展開して
きた一方、限られた資源で高効率
化するため手法見直しとアウトカ
ム指標の精緻化を進め、戦略的改
善を図るべきである。 138 2.05

「健康寿命延伸」のための予防的
取組において、自治体のみが担う
べきか、事業手法の効率性に見直
しの余地がある。広範な市民への
理解促進が課題である。制度は確
立しているため、事務改善とレセ
プト分析による必要な支援への連
携強化が急務である。

136 障害児通所給付事業 6235 福祉課 政策【義務】 現状維持 284,952 0.30

障がい児通所支援の利用者が年々
増加しており、事業所や相談員と
いった資源の不足が課題である。
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137 婚活事業 6260 子育て支援課 政策【任意】 A C B B B 業務改善が必要

結婚支援は将来の地域社会を支え
る重要な施策であり、圏域連携や
ICTの活用による効果的な展開が必
要である。より実効性ある出会い
の場を提供し続けるためにも、事
業内容や委託方法を含めた業務全
体の改善が急務であると判断す
る。

別冊Ｐ23
のとおり 業務改善

婚活支援は少子化対策における全
国的な喫緊の課題であり、将来の
地域社会を支える重要な施策であ
る。松山圏域3市3町が連携し広域
で実施せざるを得ない現状である
ものの、限られた資源の中で最大
限の効果を追求する必要がある。
婚活者に対し、より実効性のある
出会いの場を提供するためには、
事業内容や委託方法等を含めた業
務全体の検証が急務であると判断
する。このため、令和7年度から企
画政策課へ事務を移管し、総合的
な観点から業務改善を図るものと
する。これらの改善を通じて、真
に効果・成果のある取組を実施す
ることで、効率的な婚活支援の実
現を目指すものとする。

676 0.10

事業の大部分を民間事業者への委
託で実施している現状に対し、事
業内容及び委託方法について、更
なる改善の余地がないかを継続し
て検討する必要がある。

138
(都市文化)都市総合文化施設
運営事業

6900 都市整備課 政策【任意】 B B B B C 統合・縮小を検討

市内外を問わず多くの方が利用さ
れる施設である。耐震性は確保さ
れているが、建設から45年以上経
過し設備の更新や大規模な改修の
時期を迎えている。今後実施する
劣化度調査の結果や施設に求めら
れるニーズを踏まえ令和9年度を目
途に方向性を決定する必要があ
る。

別冊Ｐ25
のとおり 統合縮小

本事業は施設の現状、市民や利用
者のニーズ、財政状況を踏まえた
対応が求められている。全ての施
設を存続させることが財政的に困
難であるため、本事業については
統合・縮小を検討する必要がある
と判断する。令和9年度には施設の
位置付けや方向性を決定し、令和
10年度からその方針に基づき事業
展開を図るものとする。検討段階
においては、議会や市民との情報
共有を密に行い、理解を求めるこ
とが重要である。

33,144 0.20

開設約45年で施設の老朽化が著し
く、経営状況も悪化し、市への利
益剰余金納付がほぼない状態が続
いている。老朽化による広範囲な
修繕が必要なため、今後の方針を
早急に決定する必要がある。
令和6年度の利活用方策調査結果を
踏まえ、令和9年度を目処に施設の
今後の方向性を決定し、施設の抜
本的な対応を速やかに実施する必
要がある。

139 (国保)一般管理事務 7000 市民課 政策【義務】 現状維持 13,831 0.09

国保事務研修協議会の書面・WEB開
催は、時間や旅費削減に繋がった
一方で、解決策を見いだせない場
合の意見交換に時間を要してい
る。

140 (国保)連合会負担金 7005 市民課 政策【義務】 現状維持 2,915 0.09

141 (国保)運営協議会事業 7020 市民課 政策【義務】 現状維持 153 0.08

公益を代表する委員の選出におい
て、市議会議員以外からの選出と
なるため、人選が課題である。特
に、公益委員から会長を選出する
ため、適切な人材の確保が急務で
ある。

142 (国保)保健衛生普及事業 7136-1 市民課 政策【任意】 A A A A A 業務改善が必要

後発医薬品使用の促進による成果
は評価できるものの、通知回数削
減による影響や被保険者への行動
変容の定着にはさらなる工夫が必
要である。医療費適正化の観点か
ら、より効果的かつ効率的な周知
手法への転換が急務であり、デー
タに基づく戦略的アプローチによ
る業務改善を図りたい。

別冊Ｐ27
のとおり 業務改善

本事業は業務改善が必要であると
判断する。ジェネリック差額通知
候補者抽出条件の精査や医療費通
知送付回数の増加が求められる。
また、重複・多剤服薬対策に向け
た通知の強化、保健師等専門職か
らの戦略的アプローチも必要であ
る。医療費適正化の観点から、引
き続き効果的かつ効率的な業務改
善を図るものとし、これらの取組
を通じて、本事業は継続するもの
とする。

6,826 0.02

新規事業（服薬情報通知）の開始
及び郵送料金の値上がりにより、
全体事業費が増加していることが
課題である。
今後は、成果指標で一定の成果が
得られたことを踏まえ、重複・多
剤服薬者に焦点を絞り、適正な受
診に向けた意識啓発をより集中的
に図る必要がある。事業費の増加
を抑制しつつ、費用対効果の高い
啓発活動への移行が求められる。
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143
(国保)諸費（はり・きゅう・
貸付）

7136-2 市民課 政策【任意】 B A A A A 業務改善が必要

被保険者支援の観点から、助成・
貸付業務が安定的に遂行された点
は評価できる。一方で、提出書類
の精度向上にはなお改善の余地が
あり、施術所との連携強化とデジ
タル化の推進により、更なる事務
効率化と利用者利便性の向上を目
指す。

業務改善

被保険者支援の観点から助成・貸
付業務は安定遂行され評価できる
一方、提出書類の精度向上に余地
があり、施術所連携の強化とデジ
タル化推進で事務効率と利便性を
高めるべきである。 852 0.04

記載誤り等の状況によっては、事
業の適正な遂行を確保するため、
書類作成に関する指導を実施する
必要がある。

144
健康保険組合等出産育児一時
金臨時補助金返還金

7191 市民課 政策【義務】 休廃止

令和6年度のみの事業であり、適正
に返還事務を行ったため廃止とす
る。 4 0.01

145
(国保)一般被保険者医療給付
費納付金

7200 市民課 政策【義務】 現状維持 661,392 0.03

納付金の請求額が当初予算計上後
に確定するため、予算額と請求額
に差額が生じ、補正予算での対応
が必要となることが課題である。

146
(国保)一般被保険者後期高齢
者支援金等納付金

7220 市民課 政策【義務】 現状維持 219,133 0.07

納付金の請求額が当初予算計上後
に確定するため、予算額と請求額
に差額が生じ、補正予算での対応
が必要となることが課題である。

147 (国保)介護納付金 7240 市民課 政策【義務】 現状維持 70,595 0.07

納付金の請求額が当初予算計上後
に確定するため、予算額と請求額
に差額が生じ、補正予算での対応
が必要となることが課題である。

148
(介保)介護基盤整備事業費補
助

8000-2 長寿介護課 政策【義務】 休廃止

事業者からの要望がなかったた
め、令和7年度は休止。今後、事業
者の要望に応じ、事業を実施す
る。 48,320 0.58

施設整備では、資材調達の遅れが
懸念され、事業着手の遅延に繋が
る可能性がある。愛媛県や事業者
との事前調整を強化し、早めの事
業着手を図る必要がある。

149
(介保)介護保険認定審査会事
業

8010 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 18,576 0.05

150
(介保)介護サービス等給付事
業

8020 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 3,625,168 0.56

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。

151
(介保)介護予防サービス等給
付事業

8036 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 112,881 0.56

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。

152
(介保)高額医療合算介護サー
ビス等給付事業

8037 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 15,990 0.55

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。

153
(介保)審査支払手数料事務
（保険給付）

8040 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 4,422 0.55

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。

154
(介保)高額介護サービス費給
付事業

8045 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 94,262 0.55

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。

155
(介保)特定入所者介護サービ
ス費給付事業

8048 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 99,311 0.10

高齢化により介護サービス利用者
が増加傾向にあり、事業費の増加
が見込まれる。
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156 (介保)介護保険認定事務 8095 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 24,500 0.76

高齢化により令和17年度に要介護
認定者数がピークを迎え、認定調
査件数増加に伴う事務負担や事業
費増加が懸念される。

157 (介保)住宅改修支援事業 8130-1 長寿介護課 政策【義務】 現状維持 30 0.14

利用者や家族が制度を十分に理解
できていないことが課題である。
制度理解を促進するため、説明方
法等の検討が急務である。

158
(介保)在宅医療・介護連携推
進事業

8140 長寿介護課 政策【任意】 B B A B A 業務改善が必要

住み慣れた地域での暮らしを支え
る基盤事業であるが、連携の実効
性を高めるためには、情報共有の
仕組みや地域間連携の深化が不可
欠であり改善を必要とする。

業務改善

住み慣れた地域での暮らしを支え
る基盤事業である一方、連携の実
効性向上へ情報共有の仕組み整備
と地域間連携の深化を図る改善が
必要である。

73 0.50

159 (介保)生活支援体制整備事業 8145 長寿介護課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

地域全体で支える体制づくりが着
実に進展、協議体とコーディネー
ターの連携強化を通じ、市民主体
の支援体制を今後も継続的に支援
する。

現状維持

地域全体で支える体制は着実に進
展しており、協議体とコーディ
ネーターの連携を一層強化し、市
民主体の支援体制を継続的に支援
すべきである。

117 0.50

160 (介保)認知症総合支援事業 8150 長寿介護課 政策【任意】 A A A A A 現状のまま継続

地域に根ざした支援体制が認知症
の人と家族の安全・安心につな
がっており、引き続き多職種連携
と初期支援の強化を軸に継続的な
取組を進める。

現状維持

地域に根ざした支援体制が認知症
の人と家族の安全・安心に資して
おり、引き続き多職種連携と初期
支援の強化を軸に継続的に取り組
むべきである。

110 0.50

161 (飲供)一般管理事業 8600 上下水道課 維持管理等 現状維持

飲料水供給事業は、水道法によら
ず愛媛県水道条例に基づいた運営
を行っている広義の水道であり、
現在、特別会計にて運営されてい
る。
令和7年度に施設整備に係る地方債
の償還が完了することから、今後
の取扱いについて模索していると
ころである。
いずれにしても小規模水道施設で
あるため、料金収入だけで維持管
理費用が賄える状態ではないこと
から、災害など突発的な施設の更
新には対応することができないこ
とが問題点として挙げられる。

51 0.03

料金収入だけでは維持管理費を賄
えない状況が続いており、経営の
在り方の検討が課題である。

162 (水道)配水池等清掃事業 9903 上下水道課 維持管理等 現状維持

適切な時期に草刈等清掃を実施す
ることで、施設の維持管理である
定期点検や緊急修繕の容易さが確
保され、また、周辺環境への雑草
被害の拡大などの防止につながっ
ており、事業継続が必要であると
判断する。

850 0.14
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163
(簡水)原水及び浄水維持管理
事業

9941 上下水道課 維持管理等 現状維持

各簡易水道施設の取水及び浄水施
設を円滑に運転管理することは、
安全で安定した水道水を供給する
ために重要な事業である。
各施設とも老朽化が進行してお
り、また、遠隔監視装置の未整備
等といった現状があることから、
緊急時など対応に苦慮する施設も
あることから、計画的な施設更新
の検討を行う必要がある。

11,465 0.55

遠隔監視装置が未整備な施設や老
朽化施設があり、効率的な管理運
営が課題である。計画的な施設管
理と整備を図り、安定した運用体
制を確立することが急務である。

164
(下水道)ポンプ場維持管理事
業

9961 上下水道課 維持管理等 現状維持

近年多発する豪雨に対しても浸水
被害を防ぐ必要があることから、
今後も適切な維持管理を行い、継
続していく必要がある事業である
と判断する。
各施設とも、経年劣化が見られる
ことから、ストックマネジメント
計画に基づき、更新事業を進め、
適切な維持管理に努めなければな
らない。

20,422 1.00

突発的な設備故障に対し、限られ
た予算での修繕対応が困難であ
る。

165 (下水道)施設管理事業 9967 上下水道課 維持管理等 現状維持

汚水処理場を適切に維持管理する
事業であり、必要不可欠なもので
あることから継続する事業である
と判断する。
管理委託している業者と連携し、
日々の運転状況を確認し、機器更
新についても計画的に実施するこ
とで、持続可能な事業とすること
が必要である。

214,747 1.30

施設内の設備老朽化が進行してお
り、計画的な機器修繕と更新が課
題である。
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